
４. 給与所得者（納税義務者）の異動について
　給与所得者が転勤、退職、無給休職、無給の長期欠勤、死亡などの理由によって給与の支払いを受けなくなったときは、給与の支払いがあった月
までの月割額を徴収して納入し、異動届出書をその異動があった日の翌月の10日までに必ず提出してください。（7ページ参照）

５. 月割額の納入及び納入期限

《納入場所（指定収納機関）》

　徴収された月割額は、納入書によって下記の納入場所（指定収納機関）に、徴収すべき月の翌月の 10 日まで（ただし、10 日が日曜日・祝日及び
土曜日の場合はその翌日等まで、例えば、7月の給与から徴収された月割額は 8月 13 日まで。）に納入してください。
　納入書は、特別徴収義務者の名称、所在地、指定番号、年月分等の所要事項を確認のうえ、月ごとに納入金額（各納税義務者の月割額の合計）を
印字しています。税額を変更する場合には、納入書の金額を変更してください（18 ページ参照）。また、年税額が少額等の理由により、一括納入の
希望があれば、第１回目に 12 か月分（定額減税により 6 月分の納付額欄に記載がない場合は 11 か月分）の納入書をご使用のうえ、全額納入するこ
ともできます。
　なお、納期の特例の承認を受けている場合は、6 月～11 月分は 11 月分の納付書を使用し、12 月～翌年 5 月分は翌年 5 月分の納入書を使用し、
正しい金額に訂正のうえ納入してください。（18 ページ参照）
　また、eLTAXを利用いただき、ご納付いただくことができます。詳しくは、下記、ホームページにてご確認ください。

※福岡銀行派出所宗像市役所窓口の営業時間
　は 9：00～12：30、13：30～16：00 です。
（土・日・祝日など市役所の閉庁日は除く）

宗 像 農 業 協 同 組 合
み ず ほ 銀 行
福 岡 銀 行
西 日 本 シ テ ィ 銀 行

※九州（沖縄県を除く）以外の郵便局等を利用する場合は、当市の金融機関として指定しなければなりませんので、5ページの指定通知書に
　利用する郵便局等の名称をご記入のうえ、最初に納入する際にその郵便局等へ提出してください。

地方税の電子総合窓口 自宅やオフィスから、インターネットを通じて
簡単に地方税が納付できるシステムです。
さらに詳しい情報を、ホームページで確認できます。
eLTAX ホームページ→　https://www.eltax.lta.go.jp/

ポータルシステム

eLTAX　共通納税とは

eLTAX
エルタックス

遠 賀 信 用 金 庫
福 岡 県 信 用 組 合
九州信用漁業協同組合連合会（宗像本所代理店、
神湊代理店、大島代理店、地島代理店に限る）

福 岡 中 央 銀 行
北 九 州 銀 行
郵便局・ゆうちょ銀行
九 州 労 働 金 庫

３. 特別徴収税額の変更通知書を受けた場合の徴収方法
　市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額を通知した後に税額を変更する必要が生じた場合には、別途「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の
変更通知書」を送付しますので、記載されている納付額によって徴収し、納入してください。（納入書の記入については 17、18 ページ参照） 令和　　　年　　　月　　　日

郵 　 便 　 局 　 長　様
ゆうちょ銀行支店長　様

福岡県宗像市長

指　定　通　知　書
　貴局（店）を地方税法第３２１条の５第４項により、当市の

市 民 税 ・ 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税 （ 特 別 徴 収 税 額 ） の 取 扱 局 （ 店 ）

に 指 定 しましたので通知します。

記

１．承　認　番　号　 福 振　第195号

１．口　座　番　号　 01760-7-960008

１．加入者の名称　 宗像市

１．取りまとめ局　 福岡貯金事務センター
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